
 

「り災証明書」発行の流れ 

「り災証明書」発行 

必要な物 

・現金（1 通 200 円） 

・身分証明書（免許証、マイナンバーカード等） 

・委任状（必要な場合に限る） 

 

津山圏域消防組合消防本部 3F 予防課にて発行いたします 

来課される時間を、火災担当係までご連絡をお願いいたします 
※担当者が不在の場合、発行が出来かねる場合がございます 

 

「り災証明交付申請書」を提出 

最寄りの消防署へ 1部提出 

「火災損害届」を提出 

火災原因調査時ご説明いたしますので、ご協力をお願いいたします 

火災原因調査を実施 
消防官が実施させていただきます 

何卒、ご協力をお願いいたします 

「り災証明書」の発行は、「り災証明交付申請書」の提出から

１週間程度お時間をいただきますことをご了承下さい 

【お問い合わせ先】 

津山圏域消防組合 予防課 

火災担当係 

TEL 0868-31-1260 

 

り 災 

（ 火 災 ） 

※「り災証明書」は火災原因調査を実施していないと

発行できません 

http://www.119tsuyama.jp/pdf/kasaiyo/kasaiyo5-2.pdf

